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「世界自閉症啓発デー」及び「発達障害啓発週間」に係る 

街頭啓発の実施について 
 

国連が定めた４月２日の「世界自閉症啓発デー」及び４月２日から８日の「発達障害啓

発週間」には、全国的に様々な催しが実施されます。 

この度、岐阜県可茂県事務所においても、下記のとおり実施いたしますので、当日の取

材について御配慮いただければ幸いです。 

 

記 

 

１ 日時及び会場  

日時：平成３０年３月１６日（金）１０時から１１時まで 

会場：スーパーセンターオークワ可児坂戸店 出入口付近 

（可児市坂戸６５４－１） 

        

 ２ 参加機関 

   岐阜県自閉症協会、可茂県事務所福祉課、可児市福祉課、 

坂祝町福祉課、御嵩町福祉課 

    

 ３ 目的 

   家庭や社会全体における自閉症等発達障害の意識啓発 

 

 ４ 配布物 

  啓発グッズ（ポケットティッシュ等）の配布 

 

５ その他 

世界自閉症啓発デーとは 

国連総会（H19.12.18 開催）において、毎年４月２日を「世界自閉症啓発デー」と

することが決議されました。この日には、国連加盟国がそれぞれ自閉症について、

家庭や社会全体の理解が進むように意識啓発の取組みを行うことが求められていま

す。 

   

【参考】 

世界自閉症啓発デー 日本実行委員会〈公式サイト〉 

   HP アドレス http://www.worldautismawarenessday.jp/ 
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